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Ⅰ．基本的事項

．米国連邦制の概要

1 連邦制の仕組み

米国 行政機関 連邦政府 50 政府 あ 地方政府 設置

い 合衆国憲法 基 い 連邦政府 政府 設置 方 立法

権 司法権 行政権 権 持 い 地方政府 関 規定 合衆国憲法 存在

設置根 各 憲法あ い 法 あ

地方政府 county 自治体 municipality タ あ い タ

ッ town or township 特 special district 学校 school district あ 一般

分割 存在

う 自治体 並存 自治体 存

在 い あ 1 本調査 対象 サ コ 自治体

機能 有 比較対象 扱 い ク 自治体内部

含 い

1959 年 ワ 誕生 以来 連邦政府 政府 機関数 一定 あ 一方 地

方政府 機関数 経年的 整理 以 表 あ 50年間 定

移 自治体 8.5％ 微増 タ 等 4.5％ 微減 あ 機関

数 50 年間 見 比較的 定 い 対 特 間 97.6％ 増加

見 逆 学校 62.8％ 減少 変動 激 い

表 2012 年 調査対象 機関数 合わ 整理 い 地

方政府 機関数 4,350機関あ う 特 2,786機関 学校 1,025機関

い 多 タ 等 存在

全体 割程度 機関数 あ

表 地方政府の機関数の推移

州 ン 自治体 タ ン等 特別区 学校区 合計

1962 3,043 17,997 17,144 18,823 34,678 91,685

1972 3,044 18,517 16,991 23,885 15,781 78,218

1982 3,041 19,076 16,734 28,078 14,851 81,780

1992 3,043 19,279 16,656 31,555 14,422 84,955

2002 3,034 19,429 16,504 35,052 13,506 87,525

2012 3,031 19,522 16,364 37,203 12,884 89,004

フォ ニ 57 482 — 2,786 1,025 4,350

ミシ ン 83 533 1,240 445 576 2,877

ニュ ク 57 617 929 1,172 679 3,454

3 57 — 259 19 338

資料：US Census Bureau 竹 (2008)

1 竹 譲監 著(2008) 世界 地方自治制度 出版 113頁参照
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2 連邦政府と州政府の権限

連邦政府の権限

連邦政府 大統領制 取 行政府 役割 法 執行 当 あ 立法府

両院 役割 合衆国憲法 規定 い 大統領 法

提出権 い 立法府 成立 法 案 対 拒否権 持 い 司法府 合衆

国憲法や連邦法 解釈 行う機関 い

連邦政府 政府 権限 い 各 特定 権限 連邦政府 付与 いう考

え方 取 連邦政府 委任 権限 合衆国憲法第 条第 節 列挙 い

節 連邦政府 国 福祉 増進や防衛力 整備 債務 返済 課税権

持 加え 以 権限 付与 い

表 主 連邦政府の権限

○ 国家 信用 基 資金 借入

○ 外国貿易及び 間通商 規定

○ 帰化 関 規則

○ 破産 関 法 制定

○ 度量衡 制定

○ 貨幣 鋳造

○ 通貨偽造 対 科罰

○ 郵便局 設置 郵便網 整備

○ 著作権 特許 認定

○ 公海 重大犯罪 対 科罰

○ 宣戦 告

○ 軍隊 整備 維持

○ 首都 準 統治

○ 連邦政府 係 法 制定

○ 銀行設置 認可

等

資料：The Constitution of the United States of America (Article I, Section 8)2 国土交通省 HP

米国 地域振興 係 支援 特例 例 作成

州政府の権限

政府 行政機構 憲法 根 い 連邦政府 様 権 構成

い 行政府 直接選挙 選出 知 ッ 執行機関 長

行政委員会 長 3 立法府 連邦政府 様 両院4 構成 議

会 成立 法案 対 知 拒否権 持 い 司法府 連邦 裁 制度

立 裁 所 あ 裁 官 一般 選挙 選出 い

政府 権限 い 規定 い 1791 年 成立 合衆国憲法 修

第 10 条 あ 条 憲法 合衆国 委任 対 禁

い い権限 各 国民 留保 規定 い 条文 連邦

政府 権限 憲法 規定 限定 い 示 政府 権限 い

合衆国憲法 び 憲法 い限 全 権限 政府 留保 い 確

2 合衆国憲法 以 参照 http://www.usconstitution.net/const.html
3 知 以外 副知 や 務長官 選挙 選出 場合 多い
4 ネ 一院制 採用 い
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認 い 但 連邦政府 法 政府 法 矛盾 場合 連邦 法 違

法 無効 いう原則 あ 5

3 州政府と地方政府の関係

地方政府の設置根拠

合衆国憲法 地方政府 関 規定 修 第 10 条 設置 政府 委

い 地方政府 創造物 各 地方政府 関 規定

憲法あ い 法 担保 い 地方政府 政府 持 い 組織 組成権限や

課税権 起債権 予算 人 管理等 権限 委譲 う 成立 い

考え方 各 地方制度 共通 一般 特定 権限 法 与え

地方政府 設置

地方政府 既述 う 自治体 タ タ ッ 特 学

校 大 地方政府 主 務範 設立目的や設立経緯

観点 以 表 う 分類 い

務範 特定 務 担う場合 広 一般的 務 担当 場合 前者

特 や学校 あ 設立目的や設立経緯 分類 地方自治体 準地方自治体

あ 前者 民 設立 政府 者 政府 行政管理 理由 設置 機

関 あ 但 う 分類 絶対的 特 大都 圏 中

部組織 地方自治体 転換 い ケ あ タ 法人格

持 組織 現 民 要請 設置 特 や学校 あ う 類型

外 地方政府 存在

表 地方政府の類型

設立目的や設立経緯

地方自治体 準地方自治体

一般事務 自治体 タ タ ッ
事務範

特定事務 特 学校

資料：竹 (2008) 神奈 県(1996)

地方政府 政府 行政管理 理由 入 多 個々 地方政府 設

置 関 法 根 い 自治体 設置 関 法 根 設置

手続 民 発議 対 政府 承認 民 対 憲章 charter

付与 行わ い

憲章 個々 自治体 議会 特 法 制定 特 憲章 special charter や

議会 標準的 内容 盛 込 一般法 整備 自治体 適用 一般憲章

5 国土交通省 HP 米国 地域振興 係 支援 特例 例 参照



4

general charter 自治体 人口や面積規模 分類 内容 標準化 等級 憲章

classified charter 複数 標準的 憲章 定 民 選択 選択憲章 optical

charter あ 憲章 政府 詳細 決定 い

以外 民自 憲章 定 自治憲章 home rule charter あ 政府

憲章 複数整備 い 一般的 適宜選択 適用 い

自治憲章 適用 大 1911

年 適用 う 憲法 改 い 自治憲章

い 投票 過半数 承認 得 憲章 採択 修 改 廃

い 憲法第 11 章第 条 ぐ 項

地方政府の組織および処理す 事務

1 ン

理 会 運営 ケ 多 場合理 会 参加 理

公選 あ 理 会 や 公選 複数 行政官

行政権 立法権 行使 い

形態以外 理 会 行政官 任命 組織形態や 行政官 公選 選出

形態 あ 者 理 会 いう立法府 行政官 長 行政府 設置 元

代表制 ケ あ

処理 務 政府 付与 違い あ 一般的

刑務所 課税 徴税 警察 検屍 生活保護 道路 裁 農業 保健 中学校

書館 係 務 い 都 地域 あ 総合計画 策定

執行や 公園や ク 施設 設置 運営 地域規制 入 い 務 行う

場合 あ

2 自治体

自治体 組織形態 憲章 根 置 場合 あ 必 い

訳 い 組織形態 多様 あ 首長―議会型 理 会型 議会―支配人型

い 形態 採用 い 多い

首長―議会型 組織形態 取 場合 首長 行政権限 強い場合 弱い場合 あ

権限 強い場合 首長 有権者 直接選挙 選出 予算編成 執行

責任 持 い 組織 人 権 あ 議会 対 拒否権 持 一般的 あ

対 首長 権限 弱いケ 議会 立法権 行政権 方 持

通常議員 個々 行政部署 長 兼 場合 首長 議員 中

選 民 直接選挙 選 場合 あ 行政府 主要 役職 民

選挙 選ぶケ あ う 方法 首長 権限 分散 権力 集中 回

避 首長 議会 対 拒否権 持 い い
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理 会型 組織形態 立法権 行政権 選挙 選 理 集中 理

行政部署 長 兼 首長 理 選 強い権限 付与 訳 い

複数 首長 行政運営 担う 組 変化 対応 い 様々

問題 顕在化 中 適用 例 95年 170 あ 2001年 50 減少

い

議会―支配人型 組織形態 立法権 行政権 持 理 会 行政 執行 支配人

任命 組 あ 理 会 政策 決定や予算 承認 条例 制定 担う 理

行政運営 担当 場合 執行能力 問題 あ

補完 方法 行政運営 専門家 支配人 置付 理 会 監督 役

割 担う 執行能力 強化 う いう組織形態 あ

対象 自治体 組織形態 見 長―議会型 全体 38％ 議会―支配人型

53％ 占 い 議会―支配人型 選択 人口規模 2.5万人 25 万人 多

全 65.9％ 占 い 6

自治体 担う 務 水道 保健衛生 道路 警察 消防 教育 福祉

都 計画 ク 交通 業 あ

3 タ ン、タ ンシップ

タ タ ッ 政府 法 基 い 設置 い 一般 憲章 持

法人格 い 組織形態 タ 総会やタ ッ 総会 直接民主制 採

用 い 場合 主流 あ 会議 全 有権者 参加資格 持 行政

委員会 委員や行政官 選出 条例 制定 課税 決定 重要 項 議決 担 い

人口規模 大 代議制 採用 ケ 増え

タ 処理 務 自治体 様広範 務 対象 多

処理 務 う 刑務所 裁 務 除い 処理 い タ

限定 範 務 処理 い あ

タ ッ 一般 タ 務 範 道路 生活保護 教育 警察

消防 公園管理等 担 い

4 特別区 学校区

特 学校 規模 様々 あ 課税権 起債権限 有 地方政府 あ

学校 特 形態 あ 特 組織形態 一般 理 会 中心 運営

多 理 選出 有権者 選挙 一定 従 任命 場

合 あ

学校 公立学校 設置 運営 目的 い 特 単一 務あ い 複数

務 処理 処理 務 消防 土壌保全 公園管理 水道 水道

6 “The Municipal Year Book 2003” 基 い い
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宅 都 再開発 港湾 橋 ネ 空港 書館 係 あ

4 政府間の 政関係

連邦政府 合衆国憲法第 条第 節 い 課税権 持 い 実 課税

連邦憲法 規定 あ い 連邦裁 所 憲法規定解釈 妥当性

担保 必要 あ 連邦政府 課税権 併行 政府 自 課税権 留保

い 但 合衆国憲法 政府 輸出入 関税 掛 禁 7

通商 適用 い 8 禁 条項 抵触 い限 政府 課税権 侵

害 い

政府 政運営や課税 関 規定 憲法や 法 い 担保 い コ

サ サ 除 全 憲法 均衡

予算 義務付 い 政 対 民提案や 民投票 直

接規制 掛 い 例 あ 例え 1979 年 民提案

憲法 改 支出 年間増加率 人口増加率及び 率 超え

い い

地方政府 創造物 いう考え方 依然最 有効 領域 政 あ 言わ い

政面 憲法や 法 授権 い限 地方政府 税や料金 手数料 徴

い 地方政府 法等 規定 あ 初 課税権 付与

政府 地方政府 政運営 対 様々 規制 加え

や自治体等 借入金 限 設 債 対象 制限 い 公債 最長

期間 設定 限利率 制限 加え 法 政運営 規制 様々 あ

地方政府 重要 源 い 資産税 対 政府 制約 加え い 場合

多い 1978 年 民投票 13 可決

資産税率 制限や 資産評価方法 税制改 手続 い 新 規定 入

以前 資産税 地方政府 対 配分率 規定 存在

税率 地方政府 決定 い 民投票以降 法 配分

率 定 い

売 税 使用税 税率 各 決定 い 地方政府 税率 対 法

認 範 内 税率 決定権 持 い う 地方政府 対 課税権 制約

議会 権限 大 対 い 言う 民 地方政府 対 政 権限

与え 対 い あ 成立

13 う 民 意思 明確 例 捉え い

7 合衆国憲法第 条第 10節第 項
8 合衆国憲法第 条第 節第 項


